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  都道府県   
各 保健所設置市 衛生主管部（局）長 殿 
  特  別  区 

 
厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部 

 
 
医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用

指針における厚生労働省への情報提供、相談等について 
 

 
 新型インフルエンザ対策に多大なるご尽力をいただいております。 

 

平成２１年５月２２日、政府の新型インフルエンザ対策本部において新しい「基本

的対処方針」（以下「新対処方針」という。）が決定され、それに基づき、同日、厚生

労働大臣が「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用

指針」（以下「運用指針」という。）を定めました。 
 

運用指針においては、患者が発生した地域について、各都道府県、保健所設置市等

（以下「自治体」という。）がその地域の状況を踏まえ、どのような対策を講じるべ

きかにより、大きく２つのグループに分けることとし、そのどちらであるかについて

は、厚生労働省と相談の上、当該自治体が判断することとしています。 
 

新型インフルエンザ対策については、自治体と国が協力して取り組まなければなら

ないものであり、自治体からの速やかな情報提供や取組方針についての相談を受け、

国からの助言等を行い、効果的な対応を確実にしたいと考えております。 
 

このたび、運用指針を受けた自治体から厚生労働省への情報提供・相談の方法、厚

生労働省からの公表方法等について定めましたので、連絡します。 
 
 
１．患者発生から「患者や濃厚接触者活動した地域等」の公表までの手

順について 

 
（１）自治体から厚生労働省への情報提供・相談について 

 
厚生労働省への情報提供・相談に当たっては、自治体において、確定患者の感染

経路をある程度調査し、講じるべき対策の方向性等を検討された上で、速やかに厚

生労働省新型インフルエンザ対策推進本部（以下「本部」という。）に情報提供と

ともに相談を行って下さい。 
 

情報提供・相談に当たって、自治体からいただきたい情報は次のとおりです。 
 



① 当該自治体における患者発生の状況等 
（確定患者数、確定患者数の時系列推移、発熱相談センターの相談件数、発熱

外来の患者数、感染症指定医療機関等の入院及び外来患者の受け入れ状況、

ＰＣＲ検査数、サーベイランスシステムの稼働状況等） 
  ※ 既に本部に報告されている事項については不要です。 

 

② 次のア～ウについて講じようとする対策の概要、講じようとする理由、講じる

期間 
 
ア．発生患者と濃厚接触者への対応 
イ．発熱外来、入院に係る医療提供の取扱い 
ウ．学校・保育施設等の取扱い 

 
（２）自治体から情報提供・相談を受けた際の厚生労働省の対応について 

 
  本部では、担当官を決めて自治体からの相談に応ずることとします。 
 

担当官については、決定し次第、本部から当該自治体に通知しますので、自治体

の担当者（複数可）をご連絡下さい。 
 

  その際、以下の２点について、本部と相談の上、自治体に判断いただくこととな

ります。 
 

① 新対処方針の一（二）に基づき、確定患者の所在地、自治体の調査により判明

した患者や濃厚接触者が活動した地域等として自治体が対策を講じる地域（以下

「対策地域」という。）の範囲をどのように設定するか 
 

※ 対策地域については、患者や濃厚接触者が活動した地域を越えて広めに対策

を講じようとする場合や、当該活動した地域に限定して対策を講じようとする

場合などがあります。この「広めに対策を講じようとする場合」については、

行政区域の一部で患者等が活動していたが、当該行政区域の単位で対策を講じ

ることが適当と判断した場合、患者未発生の行政区域であるが感染拡大防止の

観点から患者等が活動していた地域とともに対策を講じることが適当と判断

した場合などが当たります。 
 

② 当該地域が運用指針の２（１）「感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡

大防止に努めるべき地域（以下「感染拡大防止地域」という。）」、同（２）「急速

な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域（以下「重症化対

策重点地域」という。）」のどちらであるか 
 

※ なお、重症化防止重点地域は、患者数の増加に対する感染拡大防止対策を講

じた結果、状況が落ち着いた場合や、重症者が発生するおそれが高くなった場

合について考慮されるものと考えます。最初から重症化防止重点地域とはなら

ないことに留意下さい。 
 

なお、都道府県の域内に保健所設置市がある場合、講じる対策等については、都

道府県と保健所設置市との間で調整いただくこととなります。 
 



 
２．患者や濃厚接触者が活動した地域等の公表について 
 
 これまで、本部では「新型インフルエンザ対策本部幹事会「確認事項」における感

染拡大防止措置を図るための地域について」として該当する地域を公表してきました。

今般、新基本的対処方針及び運用指針が定められたことに伴い、取扱いを以下のよう

にします。 
 
（１）「患者や濃厚接触者が活動した地域等」の範囲について 

 
本部との相談の上、自治体が判断した対策地域の範囲を、本部から公表すること

になります。 
 
（２）感染拡大防止地域と重症化防止重点地域の区分について 

 
  本部との相談の上、自治体が当該地域を感染拡大防止地域とするか重症化防止重

点地域とするかを判断し、その結果を対策地域の公表に合わせて、本部から公表し

ます。 
 

  本部からの公表に当たっては、個々具体の対策の内容まで記載しませんので、住

民等が対策の内容を入手できるよう、これを記載したホームページアドレスなどを

合わせて記載し公表することとします。該当する自治体は準備をして下さい。 
 

（３）自治体からの情報提供・相談がない場合 

 

患者が発生した場合、速やかに、その発生地（当面は確定診断が行われた時点で

の患者の所在地とします。）の自治体においては、情報提供と相談をお願いするこ

ととなりますが、仮に情報提供・相談がない場合については、その旨を自治体名と

あわせて公表することとなります。 
 
 
３．患者の発生等の状況の把握と自治体の対策の変更について 
 
  患者や濃厚接触者が活動した地域等の公表後は、継続して自治体の地域内の状況

について厚生労働省と情報を共有し、適宜適切な対応をとる必要があります。この

ため以下のことについて、担当官と十分連絡をとって下さい。 
 
（１）患者等の状況の把握と情報共有について 

 
  自治体においては、域内の患者の状況を常に把握し、その転帰及び重篤化のおそ

れのある基礎疾患等の状態を定期的（原則、毎日）に本部に連絡して下さい。 
 

  特に、重症化対策重点地域においては、重篤患者の状況について特段の注意をも

って把握し、常に本部にその動向について連絡して下さい。 
 

  連絡に当たっては、原則、全ての患者の状況を把握していただき情報提供いただ



くこととなります。別紙様式を参考にして下さい。 
 

  連絡方法等については、本部の担当官と相談して下さい。 
 
（２）対策の重点を変更しようとするとき 

 
  感染拡大防止地域として対策を講じていた地域について、患者数の増加、重篤患

者の発生などにより、具体的な対策を変更しようとするときは、改めて、本部の担

当官と相談することとなります。 
 

相談に当たって、自治体からいただきたい情報は次のとおりです。 
 

① 当該自治体における患者発生の状況等 
 

② 当該自治体の患者の状況・転帰 
   ※ 既に定期的な連絡において情報提供いただいている場合は不要です。 

 

③ これまで講じてきた対策の概要と評価 
 

④ 次のア～ウについて今後講じようとする対策の概要と理由、対策を講じる期間 
ア．発生患者と濃厚接触者への対応 
イ．発熱外来、入院に係る医療提供の取扱い 
ウ．学校・保育施設等の取扱い 

 

 変更については、例えば、 
・ 感染拡大防止措置が功を奏し、患者数の急激な増加が見られなくなる一方、重

篤患者が発生しているとき 
 ・ 重篤患者の治療が落ち着き、再度、感染拡大防止に注力しようとするとき 
 が考えられます。 
 

  なお、地域内の患者が全て治癒し、７日間新たな患者発生がないなど地域内の状

況を勘案し、特段の対策を講じる必要がないと自治体が判断する場合、対策地域か

ら削除することとなります。 
 
 
４．その他 
 
 相談に当たって自治体からいただきたい情報について掲げた各項目は、本部の担当

官との相談の際に使用するものです。できるだけ詳細の情報をいただきたいと考えま

すが、相当部分を口頭で補うことでも差し支えありません。書類作成に時間が費やさ

れ、判断が遅れることのないよう留意して下さい。 
 

 新たな対処方針の策定、運用指針の策定は、地域の実情に応じた弾力的な取扱いを

示すものですが、自治体において住民が納得し得る必要かつ十分な対策がなされるこ

とが前提となるものであることに、十分留意して下さい。 
 
 



（別紙様式）

【自治体名】 担当部局：
担当者：
連絡先：

入院の有無 治療場所（※２） 治療方法 体温（※３） 転帰

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※３　患者の体温については、直近の確認時点で聴取したものを記載して下さい。
※４　基礎疾患等とは、糖尿病・ぜん息等の慢性疾患や妊婦である等、海外において重症化する例が報告されているものを言います。
　　　詳細については、「重篤化しやすい基礎疾患を有する者等について」（平成２１年５月２２日付け厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡）を参照して下さい。

※１　確定患者のみ記載して下さい。
※２　在宅か医療機関かを記載して下さい。医療機関であれば、併せて医療機関名、感染症指定医療機関等であるか否かを記載して下さい。

治療開始日
治療状況

（TEL）
（FAX）

性別年齢

（担当者携帯）

基礎疾患等（※４）の有無
（病名等を記載）

地域内における患者の発生状況について

その他特記事項発症日患者氏名（※１）


